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経営所得安定対策だより第11号です。戸別所得補償制度の本格実施に伴い、

今後は、ナラシ対策の手続に関する情報を中心にお届けしていきます。（別
途周知される戸別所得補償に関する情報と併せてご覧ください。）
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前号でもお伝えしたとおり、平成23年度の水田・畑作経営所得安定対
策に いては 従前の生産条件不利補正対策（旧ゲタ対策）が戸別所得

１．今後の水田・畑作経営所得安定対策について

策については、従前の生産条件不利補正対策（旧ゲタ対策）が戸別所得
補償制度の「畑作物の所得補償交付金」に移行します。
一方、収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）は、制度の基本的な枠組

みを維持しつつ、存続することとなります。
（注：前号でお伝えしたとおり、22年産ナラシにおいては米の補てん額から米モ
デル事業の「変動部分」の金額が控除されますが、同様に、23年産ナラシにおいデル事業の 変動部分」の金額が控除されますが、同様に、23年産ナラシにおい
ても、米の補てん額から戸別所得補償制度の「米価変動補てん交付金」の金額が
控除されます。）

今後の手続関係のスケジュールは以下のとおりです。御注意下さい。

【平成22年産収入減少補てん 交付申請期間】
平成23年4月1日～5月2日まで

【平成23年産収入減少補てん 加入申請・積立申出期間】
平成23年4月1日～6月30日まで
（注 農業者戸別所得補償制度も同様に6月30日まで ）（注：農業者戸別所得補償制度も同様に6月30日まで。）



２．23年産ナラシの加入申請・積立申出（６月30日〆切）

について

23年産の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）の加入・積立申出の手続きについて

は、事務効率化の観点から、戸別所得補償制度と一体的に行うこととし、様式を変更し

ました。

具体的には、戸別所得補償の「交付申請書」「営農計画書」に加えて提出される「加入

実績確認書兼積立申出書」において、「収入減少影響緩和対策」について「加入する」

にチェックし、コース選択、申出内容の記入を行います。（戸別所得補償本体の手続きについ

ては、別途配布される記入要領をご参照下さい。）

※ なお、23年産ナラシの受領口座は、戸別所得補償制度と同じ受領口座となります。

畑作物の所得補償交付金加入実績確認書 兼積立申出書（様式６）

象者 件 確

又はナラシ交付金の受領を
希望する者は必ず提出。

加入実績確認書 兼積立申出書（様式６）

対象者要件の確認

氏名・加入実績データ等を
予め印字したものを配布

します。（変更があれば赤
字で訂正してください。）

該当するものにチェック
する

「収入減少影響緩和
対策」に「加入する」
にチェックする

ナラシ加入申請・積立申出

にチェックする

10％コース・20％コース
を選択

申出内容を記入



３．10％コースへの変更方法について

22年産と同様、23年産ナラシにおいても、米の補てん額から戸別所得補償制

度の「米価変動補てん交付金」の金額が控除されます。このため、20％の減収に

備えた積立をやめて、10％コースへの変更を希望される加入者の方もいらっしゃ

るかと思います。その場合、加入者ご自身の判断で、コースの変更をすることは

可能です。

ただし、繰越積立残額が相当額ある加入者の場合、自動的に20％コースになるただし、繰越積立残額が相当額ある加入者の場合、自動的に20％コ スになる

方式になっています。したがって、今回10％コースへの変更を希望される方につ

いては、22年産ナラシの交付申請の機会等を活用して積立金返納の申出を行い、

23年産ナラシの積立申出を行う前に、積立金の全額の返納を受け、あらためて

10％分の積立金を納付していただく必要があります10％分の積立金を納付していただく必要があります。

積立金返納申出書
（担－参考様式１２）

22年産ナラシの交付申請を行う場合は、
「交付決定後の積立残額」の返納を申し
出る。



４．米の直販分の伝票等の提出省略について（交付申請時）
22年産ナラシにおいては、米の補てん額の計算において、米モデル事業の「変動部

分」が控除されることから、交付申請の時点ではナラシ補てん金の有無や大小が不明

です。そのような中で、特に、米の直販で販売先の数が多い加入者の場合、出るか出

ないか分からない補てん金のために膨大な書類を提出することとなる可能性がありま

す。

このため、以下の条件を満たす場合には、米の直販分の伝票等の提出を省略できる

こととしますので、最寄りの農政局・農政事務所にお気軽にご相談ください。

①米戸別所得補償モデル事業に加入していること

②米の直販分の数量証明に必要な伝票等の枚数が著しく多いこと

この場合、通常の交付申請書、生産数量目標が分かる書類、品位等検査結果を確認

できる書類に加え、「直接販売した米穀の数量報告書」に「米穀の直接販売分の証明書

類の添付省略に関する申出書」を添付して提出してください。

直接販売した米穀の数量報告書
（担－参考様式９）

証明書類の添付省略に関する申出書
（担－参考様式１０）

報告数量に仮に間違いがあった場合は報 数 仮 違 あ 場
交付金の返還に応じること（また、追加払
いを求めないこと）、添付を省略した書類
を翌年度から５年間保存すること、求め
があれば保存中の書類を開示すること等
への同意が必要です。



５．対策加入者の方々への重要なお知らせ

平成23年産の加入の申請について平成23年産の加入の申請について

受付期間は、平成23年４月１日 ～ ６月30日 です。

農業者戸別所得補償交付金の交付申請書（様式第１号）、経営所得安定対策加

入実績確認書兼収入減少影響緩和対策加入申請・積立申出書（様式第６号）及

平成23年産畑作物の所得補償交付金の申請時期及び交付時期

び営農計画書（様式第２号）に必要事項を記入し、必要書類を添えて受付窓口

に提出してください。地域によっては、農協等で出張受付を開催します。

平成23年産畑作物の所得補償交付金の申請時期及び交付時期

平成23年産畑作物の所得補償交付金の交付申請及び交付時期は以下のとおりです。

○ 営農継続支払は農政局から５月31日までに前年産生産面積通知書（様式第11号）を送付し

ますので、その写しと様式第１号の交付申請書を６月30日までに提出いただければ８月～９

月頃にお支払いします。（ただし、当年産の生産面積のある方に限ります。）

○ 数量払（麦類）は23年10月以降～24年３月５日までに数量払交付申請書（様式第10号の

１）と確認書類を提出いただければ交付申請から約４週間後にお支払いします。数量払（麦）

は数量払（大豆）とまとめて交付申請することもできます。

○ 数量払（大豆）は24年３月５日までに数量払交付申請書（様式第10号の１）と確認書類を○ 数量払（大豆）は24年３月５日までに数量払交付申請書（様式第10号の１）と確認書類を

提出いただければ交付申請から３月31日までにお支払いします。

なお、３月５日までに農産物検査が受検できない場合は、３月５日までに数量払交付申請

書（予定数量報告書）（様式第10号の２）と確認書類を提出いただき、３月31日までに受検

した数量を対象に４月５日までに生産実績数量報告書（様式第10号の３）と確認書類を提出

いただければ４月中にお支払いします。

東海農政局 岐阜農政事務所 農政推進課 岐阜市中鶉2-26   ℡ 058-271-4044
（管轄区域：県下全域）

農政事務所または、お近くの地域課へお問い合わせください

（管轄区域 県下 域）

東海農政局 岐阜農政事務所 地域第一課 大垣市笠縫町509-7 ℡ 0584-73-4351
（管轄区域：西濃地域）

東海農政局 岐阜農政事務所 地域第二課 高山市上岡本町7-479       ℡ 0577-32-1155
（管轄区域：飛騨地域）

東海農政局 岐阜農政事務所 地域第三課 中津川市茄子川1646-20    ℡ 0573-68-3838
（管轄区域：中濃・東濃地域）


